
健康増進計画等策定業務、
および会議の位置づけ
について
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計画名 外部委員会 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11～

健幸都市基本計画
草津市健幸都市づくり

推進委員会

健康くさつ21
草津市健康づくり推進

協議会
糖尿病対策ガイドライン

草津市食育推進計画
草津市食育推進計画

策定委員会

国民健康保険保健事業推
進計画（ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ計画・特
定健康診査等実施計画）

草津市特定健康診査等
実施計画策定委員会

草津市自殺対策
行動計画

草津市自殺対策
推進会議

②

①

② ③

④③

③

① ②

②
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③

④

①～⑩については、各計画の第何期目かを表したもの。

③健康くさつ２１に統合

令和５年度 健康福祉部の各計画策定について

●令和５年度に、健康くさつ２１や国保保健事業推進計画等様々な健康・福祉 関連計画が終了時期を迎
えるにあたり、全体の調和を図りつつ、次期計画策定を実施。

健康くさつ21・食育計画・糖尿病対策ガイドラインを統合する
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健康くさつ２１・食育推進計画・糖尿病ガイドラインについて

●健康くさつ２１（第２次） 対象：全市民
・「健康寿命の延伸」を基本目標とし、「生活習慣の改善」や「生活習慣病の発症予防と重症化予防」などの

基本的な方向性のもと、栄養・食生活や運動、喫煙、がん対策、糖尿病などの施策を展開。

●第３次草津市食育推進計画 対象：全市民
・「ココロ豊かにカラダ元気に 食で育む笑顔があふれるまち草津」を基本理念とし、実践の環を広げるため

基本方針「くらし」「ささえる」「つなぐ」のもと、食を通じたコミュニケーションの実践、バランスの

とれた食事の意識・実践、地場産物を認知・利用などの施策を展開。

●草津市糖尿病対策ガイドライン（第４期） 対象：全市民
・健康くさつ２１（第２次）重点施策で位置づけ、健康増進・発症予防、早期発見・早期治療、重症化予防に

向けての取組を計画的にすすめるための指針。
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●統合について
👉各計画で重複する取組内容が多くあるため、上位計画である「健康くさつ２１」に統合。重点施策に位置
づける等し、市民・行政・関係者が共通の認識をもって「健康寿命の延伸」を目指し、健康増進、食育推進、

糖尿病対策に取り組む。健康づくりを柱に各取組みを有機的に展開することで、より高い効果を発揮する。

👉現状把握や課題の抽出、施策展開をより効果的・整合性を図ったうえで実施する。

健康増進課担当



国民健康保険保健事業推進計画について

●国民健康保険保健事業推進計画（以下、「国保計画」という）

対象：市民のうち、国保加入者
・国保被保険者を対象に健康くさつ２１の生活習慣病の施策を具

体化。健康寿命の延伸と医療費の適正化を目指して施策展開。

（※60~75歳の56.8％が国保被保険者）
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国保加入率

0歳～74歳
16.8％

40歳～74歳
27.9％

60歳～74歳
56.8％

次期健康くさつ21と国民健康保険保健
事業推進計画を一体的に策定する

保険年金
課担当



健康くさつ２１と国保計画を一体的に策定する

一体的策定について

国民健康保険（以下、「国保」という）加入割合は、退職後の高齢層が多いため、国保計画の施策等はハイ
リスクアプローチに偏っている。ハイリスクとなる前の若い世代・無関心層へのポピュレーションアプローチ
を充実することで、高齢者の加入割合が多い国保被保険者の医療費の抑制が図れるとともに、健康くさつ２１
や国保計画が目指す健康寿命の延伸に寄与する。また、他課連携のもと、両計画において、ポピュレーション
アプローチ、ハイリスクアプローチの両面における施策等の展開が充実できる。

①ポピュレーションアプローチの充実

ハイリスク

国保事業を取り組み
として位置づけ

ポピュレーション 若年世代へのポ
ピュレーショ
ン・ハイリスク
アプローチが…

↓

⾧期的にみると

国保被保険者や高
齢者の健康に影

響する

↓

「医療費の削減」

「健康寿命延伸」

につながる

６
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両計画における各種事業は、単独で実施しているも
のが多い。各種事業の中でも、他事業と連携しながら
進めることで、より充実した事業展開ができるものも
ある。一体的に策定することで、各種事業を両課で相
互に理解し、連携した事業展開を考えることができる。
例）集団けん診（健康保険との合同実施）の場で、

市民を対象とした健康意識向上のためのイベント（地
域や農業協同組合と協働し、地元野菜の販売やレシピ
紹介をするなど）を実施。

④連携した事業展開 両計画ともに関係課と連携した事業展開が充分
でない。ポピュレーションアプローチをより効果
的に進めていくためには、関係課のさまざまな視
点から考える事業展開が必要である。
一体的策定において「両計画や担当課の連携が

より強く」なり、「分散していた計画の重点施策
が見えやすくなる」と考える。

→共通の課題意識を持ち、事業展開を考えるよう
関係課へ訴えるパワーも強くなり、他課との連携
強化が期待できる。

⑤他課との連携強化

両計画では、国保の健康診査・レセプトデータおよ
び「滋賀の健康・栄養マップ調査」のデータを分析し
ているため、課題と施策は共通している部分が多い。
一体的に策定することで、相互に課題の共通認識がで
き、効果的かつ効率的な施策展開ができる。

②健康課題の共通認識

草津市の健康理念や施策、取組が整理されるこ
とで、周知、啓発したい内容についても伝わりや
すくなるため、さらなる理解向上につながる。

③市民の健康施策理解向上

一体的策定について

健康くさつ２１と国保計画を一体的に策定する

※ 国保計画は、国保被保険者を対象に「保険者」が策定するものとされているこ
とから、計画の統合は行わない。なお、健康くさつ２１とは、連携を密にして取組
を展開していく必要があるため、両次期計画の策定は一体的に行っていく。
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次期健康くさつ２１等計画の策定との関係について

１１
月

１２
月

R５
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０

月
１１
月

１２
月

R６
１月 ２月 ３月 ４月

草津市健康づく
り推進協議会

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

パブリックコ
メント

事務局

スケジュールについて（案）

概要説明
アンケート調査項目検討

アンケート
調査準備

調
査

計画案
（素案・概要版）

計画案作成

実
施

公
表

パブ
リック
コメン
ト準備

計
画
施
行分

析

民間が有するノウハウを活用するこ
とで、きめ細やかな現状把握や分析
が可能。また、新たな取組みに関す
る提案も期待できる。

外部委託の効果

計画骨子案・
素案検討

委員改選

令和５年度

7月1日 委員改選

7月～ 健康づくり推進協議会
５～６回 開催予定

令和６年度

4月1日 計画施行

パブリックコメント
結果・校正印刷

※パブリックコメントとは、市の基本的な施策を決めるとき、施策の原案を市民に公表し、市民から寄せられた意見を施策形成に反映するとともに、原案
に生かせるかどうか検討し、その結果と意見に対する市の考え方を公表する制度（意見公募）です。

（ ）


